
内閣法の改正案（内閣感染症危機管理統括庁による司令塔機能の強化）

内閣総理大臣

※内閣官房副長官の充て職

※内閣官房副長官補の充て職

内閣官房

※厚労省の医務技監の充て職

【統括庁の所掌事務】
○特措法に規定する政府行動計画の策定・推進に関する事務
★計画が有事に機能するよう、平時から訓練・チェック・改善等、PDCAサイクル強化
○政府対策本部に関する事務・推進会議に関する事務
○感染症の発生・まん延の防止に関する総合調整事務
★感染症対応を一元化（感染症に係る危機管理も含めて担う）

○危機管理に関する総合調整事
務を所掌（感染症に係る危機
管理を除く。）

・臨時に命を受け、感染症に係る
危機管理について、統括庁の事
務の処理に協力。

・基本的対処方針の策定、緊急事態宣言等の発令
・指定行政機関・都道府県知事等に対する総合調整・指示

政府対策本部
・政府行動計画及び基本的対処方針の策定に係
る調査審議

新型インフルエンザ等対策推進会議

・医務技監
（感染症対応を医学面から統理）
・感染症対策部（仮称）
（省内をとりまとめつつ、
感染症対策を実施）

厚生労働省新たな専門家組織

※国立感染症研究所と国立国際医
療研究センターを統合して発足

・感染症等に関する科学的知見の基
盤・拠点

指定公共機関

※国立病院、
ＪＲ各社、
医薬品等製造企業等
公共的機関

指定行政機関

★各府省庁の幹部職員は
統括庁に併任し、各省
庁と一体的・総合的に感
染症対応を推進

都道府県知事

統括庁において事務を処理

★内閣法・特措法に基づいて各省庁等を強力に統括

本部長：内閣総理大臣 総理任命

内閣感染症危機管理監

内閣感染症危機管理対策官

内閣感染症危機管理監補
★内閣の重要政策に関する企画立案・行政各部の総合調整との整合性確保

★厚生労働省との一体的対応を確保（リソースや知見を感染症対応に効果的活用）

★各省庁等の感染症危機への対応を司令塔として統括

★総理・長官を直接支えつつ、俯瞰的・高度の総合調整を強力に推進

・専従職員：平時38人、有事101人
（有事には各省庁から迅速に増員）
・各省庁幹部職員を統括庁に併任
➔合計300人規模
・管理監等を支え、統括庁内事務を
総括整理するため、内閣審議官等
を設置

統括庁の組織：定員

★統括庁・厚生労働省・新たな専門家組織の三者一体で対応

内閣感染症危機管理統括庁

内閣官房長官

内閣官房副長官補

内閣危機管理監

〔令和7年度以降発足〕

（令和５年度中に発足）
※本法案公布の日から起算して６月を超え
ない範囲内において政令で定める日に施行。

出典: 内閣官房提出資料
令和5年3月15日
衆議院内閣委員会
立憲民主党・無所属
本庄知史
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・アイヌ総合政策室
・郵政民営化推進室
・沖縄連絡室
・原子力発電所事故による経済被害対応室
・国土強靱化推進室
・拉致問題対策本部事務局
・行政改革推進本部事務局
・領土・主権対策企画調整室
・健康・医療戦略室
・TPP（環太平洋パートナーシップ）等政府対策本部
・水循環政策本部事務局
・産業遺産の世界遺産登録推進室
・観光戦略実行推進室
・特定複合観光施設区域整備推進室
・地理空間情報活用推進室
・ギャンブル等依存症対策推進本部事務局
・就職氷河期世代支援推進室
・デジタル市場競争本部事務局
・新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
・国際博覧会推進本部事務局
・孤独・孤立対策担当室
・新しい資本主義実現本部事務局
・デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
・新型コロナウイルス等感染症対策推進室
・経済安全保障法制準備室
・令和４年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び
令和３年経済対策世帯給付金等事業企画室

・教育未来創造会議担当室
・こども家庭庁設立準備室
・全世代型社会保障構築本部事務局
・船舶活用医療推進本部設立準備室
・ＧＸ実行推進室
・グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室
・海外ビジネス投資支援室
・技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する検討室
・サイバー安全保障体制整備準備室

内
閣
官
房
長
官

（
３
人

）

内
閣
危
機
管
理
監

内閣総務官

内閣総務官室

総理大臣官邸事務所

内閣官房副長官補（内政・外政）

内閣情報官

内閣情報調査室
内閣衛星情報センター

国家安全保障局長

国家安全保障局

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

（
５
人
以
内

）

内
閣
総
理
大
臣

内
閣
官
房
副
長
官

内閣人事局長

内閣人事局

内閣広報官

内閣広報室

内閣サイバーセキュリティセンター長

内閣サイバーセキュリティセンター

（
３
人

）

・国際テロ情報集約室

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理）

内閣官房組織図
（令和５年１月31日現在）

・空港・港湾水際危機管理チーム

（２名）

・国際広報室
・総理大臣官邸報道室

公文書監理官室

令和5年3月15日
衆議院内閣委員会
立憲民主党・無所属
本庄知史

出典: 内閣官房ホーム
ページより
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○

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
二
条

内
閣
に
、
内
閣
官
房
を
置
く
。

第
十
二
条

内
閣
に
、
内
閣
官
房
を
置
く
。

②

内
閣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

②

内
閣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含

（
新
設
）

む
。
）
に
基
づ
き
、
内
閣
官
房
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

③
・
④

（
略
）

③
・
④

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

内
閣
官
房
副
長
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
の
職
務
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内

３

内
閣
官
房
副
長
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
の
職
務
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内

閣
官
房
の
事
務
（
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
及
び
内
閣
人
事
局
の
所
掌

閣
官
房
の
事
務
（
内
閣
人
事
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
あ
ら
か
じ
め
内
閣
官
房

さ
ど
り
、
及
び
あ
ら
か
じ
め
内
閣
官
房
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣

長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
官
房
長
官
不
在
の
場
合
そ
の
職
務
を
代

官
房
長
官
不
在
の
場
合
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

行
す
る
。

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

内
閣
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
官
房
副
長
官
を
助
け
、

２

内
閣
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
官
房
副
長
官
を
助
け
、

命
を
受
け
て
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の

命
を
受
け
て
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の

う
ち
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、

う
ち
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、

又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生

又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生

の
防
止
を
い
う
。
次
項
、
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
七
条
第
三
項

の
防
止
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
（
国
の
防
衛
に
関
す
る
も
の
及
び
内
閣

（
国
の
防
衛
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
統
理
す
る
。

感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
統
理
す
る

出典: 内閣官房提出資料「内閣法改正案 新旧対照条文」より抜粋 令和5年3月15日　衆議院内閣委員会
立憲民主党・無所属　本庄知史
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。
３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
危
機
管
理
監
は
、
臨
時
に
命
を
受
け

（
新
設
）

、
感
染
症
に
係
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
内
閣
感
染
症
危
機

管
理
統
括
庁
の
事
務
の
処
理
に
協
力
す
る
。

４
～
６

（
略
）

３
～
５

（
略
）

第
十
五
条
の
二

内
閣
官
房
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
を
置
く
。

（
新
設
）

２

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
行
動
計
画
の
策
定
及
び
推

進
に
関
す
る
事
務

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
に
関
す
る
事
務

三

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
の
規
定
に

よ
り
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
推
進
会
議
に
関
す
る
事
務

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん

延
の
防
止
に
関
す
る
も
の
（
国
家
安
全
保
障
局
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣

情
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

３

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
一
人
を
置

く
。

４

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
庁

務
を
掌
理
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
内
閣
官
房
副
長
官
の
中
か
ら

指
名
す
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

５

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
補
一
人
を

置
く
。

出典: 内閣官房提出資料「内閣法改正案 新旧対照条文」より抜粋 令和5年3月15日　衆議院内閣委員会
立憲民主党・無所属　本庄知史
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